
8～10か月 １歳以降妊娠初期(２～４か月) 妊娠中期(５～７か月) 妊娠後期(８～１０か月) ０～1か月 2～4か月 5～7か月

□７か月児健診
（個別・医療機関）

『乳児一般健康診査
受診票』を使用してく
ださい

□１か月児健診
（個別・医療機関）

『１か月児健康診査

受診票』を使用してく
ださい

□産後ケア事業（ショートステイ型・デイサービス型・アウトリーチ型） 【要申請】（一部助成あり）
産後のお母さんと赤ちゃんが、安心して自宅での生活をスタートできるよう、医療機関等に宿泊・来所または自宅に訪問

することにより、助産師等による心身のケアや育児に関する助言を受けられます。

□歯周病（義歯）検診（歯科医院）
『質問票』を記入し、持参してください

□産前学級 パパママ教室 【要予約】 日程

出産や子育てを安心安全に迎えられるようパパとママに向けた教室を開催します

□妊婦一般健康診査（医療機関）
『妊婦一般健康診査受診票』を使用してください

□母子手帳交付（妊娠保健指導）【要予約】

□すこやか相談室【要予約】 こども・子育て支援拠点施設にて、保健師・看護師・助産師のいずれかにより妊娠・育児に関する心配事の相談、お子さんの身体測定ができます。栄養の相談もできます。

来所が難しい方はオンラインでの相談も可能です。

□産婦健康診査（２週間/１か月）
（医療機関）
『産婦健康診査受診票』を使用してください

□妊婦支援給付金【要申請】 １回目：妊娠証明書の提出時に申請 ２回目：こんにちは赤ちゃん事業(全戸訪問)終了後
妊婦１人につき５万円支給 胎児１人につき５万円支給

妊娠～２３週まで

４週間に１回

妊娠２４～３５週まで

２週間に１回

誕生

□信州パーキング・パーミット制度【要申請】 優先駐車場を使用するための利用証を交付する制度 担当：福祉課（電話番号：0267-62-2919）

□新生児聴覚検査（医療機関）
『新生児聴覚検査受検票』を使用してください

妊娠３６週～出産

１週間に１回

□４か月児健診
（集団）

□10か月児健診
（集団）

□1歳6か月児健診
（集団）

保育施設一覧→ 申込みについて→

□保育施設 例年１０月頃に次年度の入園の一斉申込があります 年度途中の入園となる場合もこの時期にお申込みください 保育施設一覧 申込みについて

上のお子さんの産前産後保育等のご利用もご相談ください 担当：こども政策課（電話番号：0267-62-3149）

□離乳食教室
【要予約】
もぐもぐできるかな？

生後８～９か月

日程

□離乳食教室
【要予約】

はい、あ～んして

生後３～４か月

日程

□妊娠８か月面談
【希望者のみ】
書面またはLINEで通知

が届きます

□予防接種（２か月～）
予診票は出生届の提出を確認後、自宅へ郵送します。（生後1か月前後）

□こんにちは赤ちゃん事業（全戸訪問）
生後４か月までの赤ちゃんのいるご家庭に保健師・助産師が

訪問し、体重測定や健康状態の確認をします
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・お
金 □児童手当 出生～中学校修了前の児童に支給 出生届と一緒に手続きをしてください 担当：こども政策課（電話番号：0267-62-3149）

□福祉医療費給付金制度【要申請】 保険診療の範囲内で、医療費の自己負担額の一部を助成する制度 担当：国保医療課（電話番号：0267-62-2915）

①妊産婦（プレママ）：母子手帳交付月から、出産日の翌月末日までが対象 ②子ども：出生（転入）日～満１８歳に達する日以後の最初の３月３１日までが対象

□赤ちゃん手帳 子育ての情報一覧 □産前産後に利用できる社会資源 市内の社会資源一覧

□2歳児
歯っぴー教室
【要予約】

日程

□３歳児健診
（集団）

産後ケア事業

□RSウイルス感染症予防接種
（妊娠28週0日～36週6日）
妊婦健診実施医療機関等へご予約ください

□助産師相談【要予約】 こども・子育て支援拠点施設にて、助産師と個別に相談ができます。 実施日：週2回・午前中

このマークはLINEでの

予約が可能な相談・教室を

示しています。

【手順】

①佐久市公式LINEを開く

②メニューの『子育て』を押す

③利用したい項目を選択

④必要事項を入力する



○ 妊娠初期
・出産予定日、妊娠中の働き方の希望を会社に伝え、相談する
・体調が悪い時は、医師や助産師に相談し「母性健康管理指導事項連絡カード」を勤務先に提出する
・妊婦健診を受けるための時間が必要な場合は会社に申請する

○ 妊娠中期
・産休について会社に報告し、取得する（出産後の働き方の希望を伝える）

・育休について家族で話し合い、会社へ申請する（産後パパ育休も創設されました）

○ 妊娠後期
・仕事の引継ぎの準備をする
・産前産後の社会保険料（健康保険・厚生年金）の免除を申し出る（原則会社経由）
・育児休業取得中の社会保険料（健康保険・厚生年金）の免除を申し出る（原則会社経由）

※妊娠、出産、育児休業等に関してハラスメントを受けた・解雇されたなどのお困りごとはありませんか？
長野労働局雇用環境・均等室（TEL：026-227-0125）へご相談ください

母子手帳の

□ ７ページ右下部分「赤ちゃん誕生を迎えた両親の気持ち」
□ １５ページ「母親自身の記録」を記入して、ママの体や心の状態を確認しましょう♪

産後、涙もろくなった・不安が強まる・やる気が起きないなど、ママの体調や気分について何か気になる

ことがあれば、すこやか相談室へお気軽にご相談ください！

妊娠～子育ての相談窓口

□ こども・子育て支援拠点施設 すこやか相談室
開所時間：午前9時～午後4時（土日祝日、第4木曜日はお休み）

電話番号：0267-77-7493（直通）

赤ちゃんが生まれたママ＆パパへ ～ママの体と心の状態にも気を付けて～

お役立ちムービー
妊婦体操や沐浴・抱っこの仕方を

動画にまとめました！

働いているママへ

県外受診の償還払いについて
妊婦健診 産婦健診 新生児聴覚検査 1か月児健診

妊娠期～子育て期

県外で受診した場合、申請すると一部費用の償還払いができます。

平日夜間・休日に医療機関に

受診される場合のご案内 STEP０：佐久市公式LINEの登録（登録済の方はSTEP１へ）
STEP１：佐久市公式LINEメニューより「子育て」を選択し、利用したい項目を選択。
STEP２：来所日時を選択し、対象者の情報を入力。
STEP３：予約完了
※当日来所したい場合には、すこやか相談室までお電話ください。

「すこやか相談室」予約して行こう！

お友達登録は

こちらから↓
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